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☎
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野
犬
を
増
や
さ
な
い
た
め
に

春
先
か
ら
主
に
山
間
部
に
お
い

て
野
犬
の
目
撃
情
報
が
多
く
寄
せ

ら
れ
ま
す
。
市
で
は
愛
知
県
動
物

保
護
管
理
セ
ン
タ
ー
と
連
携
し
、

地
元
の
協
力
を
い
た
だ
い
て
オ
リ

に
よ
る
捕
獲
な
ど
の
対
処
を
し
て

い
ま
す
。

野
犬
が
数
頭
集
団
に
な
っ
て
現

れ
る
と
、
子
ど
も
の
み
な
ら
ず
大

人
で
も
恐
怖
を
感
じ
る
も
の
で
す
。

ま
た
野
犬
が
媒
介
す
る
ダ
ニ
な
ど

に
よ
る
ウ
イ
ル
ス
感
染
や
農
作
物

へ
の
被
害
も
心
配
さ
れ
ま
す
。

野
犬
を
増
や
さ
な
い
た
め
に

①
む
や
み
に
エ
サ
を
あ
げ
な
い

②
エ
サ
を
得
ら
れ
る
状
況
を
作
ら

な
い（
生
ゴ
ミ
の
適
正
な
処
理
、

ペ
ッ
ト
の
エ
サ
の
管
理
な
ど
）

③
飼
い
犬
の
逃
走
の
防
止

④
飼
え
な
く
な
っ
た
犬
を
遺
棄
し

な
い（
犬
の
寿
命
が
く
る
ま
で

責
任
を
持
っ
て
飼
う
。
飼
う
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合

は
、
新
し
い
飼
い
主
を
探
す
。）

野
犬
を
見
か
け
た
と
き
は
目
撃

日
時
、
場
所
、
頭
数
、
特
徴
な
ど

を
愛
知
県
動
物
保
護
管
理
セ
ン
タ

ー
東
三
河
支
所（
☎
０
５
３
２
◆

33

◆

３
７
７
７
）へ
。

環
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☎
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◆
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井
戸
を
適
正
に
管
理
し

ま
し
ょ
う

家
庭
用
の
井
戸
は
浅
い
井
戸
が

多
い
た
め
、
周
囲
の
影
響
を
受
け

や
す
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
有
害
物
質

に
よ
っ
て
、
気
が
つ
か
な
い
う
ち

に
井
戸
水
が
汚
染
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

井
戸
水
を
飲
用
す
る
場
合
は
、

使
う
方
が
井
戸
な
ど
の
施
設
や
水

質
の
管
理
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
定
期
的
に
施
設
の
点
検
や

水
質
検
査
を
行
う
よ
う
に
し
て
く

だ
さ
い
。

◇
異
常
を
感
じ
た
ら
井
戸
水
の
使

用
を
や
め
ま
し
ょ
う
。

飲
用
水
に
は
、
安
全
な
水
道
水
の

利
用
を
お
す
す
め
し
ま
す
！

子
育
て
支
援
課 

☎
66
◆

1
1
0
8

児
童
手
当
現
況
届
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い

現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ

て
い
る
方
は
、
引
き
続
き
児
童
手

当
を
受
給
で
き
る
か
ど
う
か
を
確

認
す
る
た
め
、
現
況
届
の
提
出
が

必
要
で
す
。
用
紙
を
5
月
末
に
発

送
し
ま
す
。

手　

続　

6
月
1
日
㈪
〜
30
日
㈫

に
現
況
届
な
ど
を
子
育
て
支
援

課
へ
。

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の

申
請
も
兼
ね
ま
す
。

◆
平
成
27
年
度
子
育
て
世
帯
臨
時

特
例
給
付
金

対
象
者　

平
成
27
年
6
月
分
の
児

童
手
当
受
給
者（
特
例
給
付
を

除
く
）

支
給
額　

対
象
児
童
1
人
に
つ
き

3
千
円

※
公
務
員
の
方
は
、
所
属
庁
に
お

問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

環
境
清
掃
課 

☎
57
◆

4
1
0
0

斎
場
葬
祭
室
の
利
用
の
中
止

今
ま
で
火
葬
前
の
告
別
を
火
葬

炉
前
の
ホ
ー
ル
で
行
っ
て
い
ま
し

た
が
、
新
斎
場
建
設
工
事
で
発
生

す
る
騒
音
対
策
の
た
め
、
今
後
は

葬
祭
室
で
行
い
ま
す
。
工
事
期
間

中
は
葬
祭
室
の
利
用
を
中
止
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

観
光
商
工
課 

☎
66
◆

1
1
1
9

外
国
人
労
働
者
の
適
正
な
雇
用
と

労
働
条
件
の
確
保
に
ご
協
力
を

①
外
国
人
労
働
者
も
日
本
人
と
同

様
に
労
働
関
係
法
令
が
適
用
さ

れ
ま
す
。

②
雇
用
対
策
法
に
よ
り
、
外
国
人

労
働
者
を
雇
用
ま
た
は
離
職
の

際
に
は
、
外
国
人
労
働
者
の
氏

名
、
在
留
資
格
、
在
留
期
限
、
国

籍
な
ど
を
確
認
し
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
に
届
出
す
る
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

問
合
先　

豊
川
公
共
職
業
安
定
所

蒲
郡
出
張
所
職
業
紹
介
部
門

（
☎
67
◆

８
６
０
９
）
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